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令 和 ８ 年 １ 月
海 事 局

船員労働安全衛生規則の一部を改正する省令案及び船員の治療と就業と
の両立支援指針案について

１．背景

令和７年６月に公布された「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定

及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」（令和７年法律第 63

号）による改正後の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業

生活の充実等に関する法律」（昭和 41年法律第 132号）においては、近年の医療技

術の進歩等を背景とした、病気を治療しながら仕事をする労働者の増加等を受け、

事業主に対し、職場において当該労働者の治療と就業との両立を支援するために必

要な措置を講ずる努力義務を課すとともに、当該措置の適切かつ有効な実施を図る

ために厚生労働大臣が定める指針の根拠規定が設けられることとなった。

船員の健康の保護・増進については、海上労働の特殊性に鑑み、労働法体系では

なく、船員法体系で措置してきたところ、改正労働施策総合推進法で新たに講じら

れる治療と就業との両立支援についても船員職業安定法（昭和 23年法律第 130号）

第６条第１項に規定する船員については適用しないこととされている。

これを踏まえ、今般、船員の治療と就業との両立支援について、これが船員の健

康の保護・増進を図るための措置の一種であることに鑑み、当該措置を規定する船

員労働安全衛生規則（昭和 39年運輸省令第 53号）に所要の規定を追加する等の改

正を行うこととするとともに、国土交通大臣が告示で定める指針として、「船員の治

療と就業との両立支援指針」を制定することとする。

２．概要

（１）船員労働安全衛生規則の一部改正

船員労働安全衛生規則について、船舶所有者は、負傷、疾病その他の理由によ

り治療を受ける船員について、その治療と就業との両立を支援するため、国土交

通大臣が告示で定める指針に従い、必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い旨の規定を新設するとともに、努力義務に係る規定の表現を統一する改正を行

う。

（２）「船員の治療と就業との両立支援指針」の制定

「船員の治療と就業との両立支援指針」について、主に以下の内容を定める。

１ 船員の治療と就業との両立支援の趣旨
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・船舶所有者並びにその人事労務担当者及び産業保健スタッフは、「船員の治療と

就業との両立支援指針」（以下「本指針」という。）に従い、船員の治療と就業と

の両立を支援するために必要な措置を講ずるよう努める必要があるが、負傷、疾

病その他の理由により治療を受ける船員本人やその家族、医療機関の関係者を始

めとする当該船員の治療と就業との両立支援に関わる者についても、本指針を活

用することが可能であること

・本指針において、治療と就業との両立を支援すべき対象となる船員の疾病（負傷

を含む。以下同じ。）は、特定の疾病であって、医師により、その増悪の防止等の

ため継続した治療が必要と診断され、かつ、就業の継続に当たり船舶所有者の配

慮が必要と認められるものとすること

・本指針は、その雇用形態にかかわらず、全ての船員を対象とし、そのうち、既に

雇入契約を結んでいる船員への措置を特に念頭に置いている一方で、今後新たに

雇入契約を結ぶ予定がある者で、その就業に当たり治療の継続が必要なものにつ

いても、本指針に従い必要な措置を講ずることが望ましいこと

２ 船員法体系の制度と船員の治療と就業との両立支援との関係

・船員法（昭和 22年法律第 100号）第 83条第１項において、船舶所有者は、国土

交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持た

ない者を船舶に乗り組ませてはならない旨を規定しているが、疾病を抱えた船員

であっても、健康証明書を受けることができた場合は船舶に乗り組むことが可能

であるため、船舶所有者は、船内労働によって当該船員の疾病が増悪しないよう、

その治療と就業との両立支援に努めることが重要であること

・船舶所有者は、船員法施行規則等の一部を改正する省令（令和４年国土交通省令

第 42号）により義務付けられた、健康検査を受けた船員に対する措置と同様に、

疾病を抱える船員についても、必要に応じて就業する場所を変更する等の措置を

講ずることが望ましいこと

３ 船員の治療と就業との両立支援のために船舶所有者等が講ずべき措置

⑴ 船員本人による治療と就業との両立支援を必要とする旨の申出並びに必要な

情報の収集及び提供

・船舶所有者に対し、治療と就業との両立支援を必要とする旨の申出を行った船

員は、当該両立支援に必要な情報を主治医から収集し、船舶所有者に提供する

必要があること

・船舶所有者は、船員から提供された情報が、その治療と就業との両立支援に係

る検討を行う上で不十分と認めるときは、当該船員に代わって当該船員の主治

医から更に必要な情報を収集することが望ましいこと

・船舶所有者が船員の主治医から更に必要な情報を収集するに当たっては、事前

に当該船員本人の同意を得る必要があるほか、当該船舶所有者に産業保健スタ
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ッフがいる場合には当該産業保健スタッフが、いない場合にはその人事労務担

当者等が当該情報の収集を行うことが望ましいこと 等

⑵ 船舶所有者による産業医等に対する情報提供及び意見聴取

・船舶所有者は、船員に対する就業上の措置及びその治療について配慮すべき事

項を検討するに当たり、当該船員を通じてその主治医から提供された情報を産

業医等に提供するとともに、当該産業医等から当該船員の就業継続の可否等に

関する意見を聴取すること

⑶ 船舶所有者による船員の就業継続の可否の判断及び当該船員に対する就業上

の措置等の実施

ア 船員の就業継続の可否の判断等

・船舶所有者は、船員の主治医及び産業医等の意見を勘案しつつ、当該船員が

治療を受けながら就業を継続することが可能であるか否かについて検討し、

可能であると判断した場合には、就業によって当該船員の疾病が増悪しない

よう就業上の措置等を決定し、これを実施すること 等

イ 「治療と就業との両立支援プラン」の作成

・船舶所有者は、船員が治療を受けながら就業を継続することが可能であると

判断した場合には、必要に応じて、当該船員の治療と就業との両立支援に係

る具体的な内容及びスケジュール等についてまとめた計画（以下「治療と就

業との両立支援プラン」という。）を作成すること

ウ 「治療と就業との両立支援プラン」等に基づく取組の実施とフォローアップ

・船舶所有者は、治療と就業との両立支援プラン等に基づき、船員に対して必

要な就業上の措置及び治療に対する配慮を行うこと 等

エ 船員の周囲の者への対応

・船舶所有者は、船員に対して就業上の措置及び治療に対する配慮を行うに当

たり、当該船員本人の同意を得た上で、その周囲の同僚や上司等に対して、

必要と認められる範囲内において、当該配慮の前提となる病状等の情報を可

能な限り共有すること 等

⑷ 船舶所有者による船員の職場復帰の可否の判断及び当該船員に対する職場復

帰後の就業上の措置等の実施

ア 船員の職場復帰の可否の判断

・船舶所有者は、船員の疾病が回復した場合、所定の手続により、その職場復

帰の可否を判断すること

イ 「職場復帰支援プラン」の作成

・船舶所有者は、船員の職場復帰が可能であると判断した場合には、必要に応

じて、当該船員が職場に復帰するまでの計画（以下「職場復帰支援プラン」

という。）を作成すること 等

ウ 「職場復帰支援プラン」等に基づく取組の実施とフォローアップ
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・船舶所有者は、職場復帰支援プラン等に基づき、船員に対して必要な就業上

の措置及び治療に対する配慮を行うこと 等

エ 船員の周囲の者への対応

・船舶所有者は、船員に対して就業上の措置及び治療に対する配慮を行うに当

たり、当該船員本人の同意を得た上で、その周囲の同僚や上司等に対して、

必要と認められる範囲内において、当該配慮の前提となる病状等の情報を可

能な限り共有すること 等

⑸ 船員に業務遂行に影響を及ぼし得る状態の継続が判明した場合の対応

・船舶所有者は、船員について、その疾病の治療後において業務遂行に影響を及

ぼし得る状態が継続することが判明した場合には、当該船員本人の同意が得ら

れるよう努めた上で、必要な就業上の措置を講ずること 等

⑹ 船員の治療後の経過が順調でない場合の対応

・船舶所有者は、船員の治療後の経過が順調でなく、その疾病の増悪により、治

療と就業との両立が困難となる場合には、当該船員の意向も考慮しつつ、その

就業継続の可否について、改めて慎重に判断すること 等

⑺ 船員の疾病が再発した場合の対応

・船舶所有者は、船員について、職場復帰後にその疾病が再発した場合も念頭に

置き、その治療と就業との両立支援を行うこと 等

４ 船員の治療と就業との両立支援を行うための環境整備

⑴ 船員の治療と就業との両立支援に関する基本方針等の作成等

・船舶所有者は、船員の治療と就業との両立支援に関する基本方針等を作成した

上で、これを表明し、及び周知すること 等

⑵ 船員の治療と就業との両立支援を実現するための職場風土の醸成

・船舶所有者は、治療と就業との両立支援を必要とする船員向けの相談窓口の設

置等に係る取組を行う必要があること 等

⑶ 船員の治療と就業との両立支援に関する制度・体制の整備

・船舶所有者は、休暇制度や勤務制度を始めとする船員の治療と就業との両立支

援に関する制度及びその実施体制の整備を行うこと 等

⑷ 船舶内外の連携等

・船舶所有者及び船員は、産業保健スタッフ及び当該船員の主治医のほか、必要

に応じて、当該主治医と連携している医療ソーシャルワーカーや看護師とも連

携すること 等

５ 船員の治療と就業との両立支援を行うに当たっての留意事項

⑴ 船員の安全と健康の確保

・船舶所有者は、その業務の繁忙等を理由として、船員に対し、適切な就業上の

措置等を講じないことがあってはならないこと
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⑵ 船員本人による取組

・疾病を抱える船員本人が、治療や疾病の増悪の防止等に適切に取り組むこと

⑶ 船員の疾病及びその治療に対する誤解及び偏見の防止のための配慮

 ・船舶所有者等は、船員の疾病及びその治療に対する誤解や偏見が生じないよう

必要な配慮を行うこと

⑷ 船員の個人情報の保護

・船舶所有者は、船員の治療と就業との両立支援を行う上で必要となる船員個人

の健康情報について、原則として、当該船員本人の同意なく取得してはならな

いこと 等

⑸ 船員本人と直接連絡が取れない場合の対応

・船舶所有者は、船員本人と直接連絡が取れない場合において、必要に応じて、

当該船員の家族等から必要な情報の収集等を行うこと

⑹ 健康検査における主治医の意見の活用について

・現に疾病を治療中の船員は、新たに健康検査を受けるに当たり、その主治医の

就労に関する意見を、あらかじめ、当該健康検査を行う医師に伝達することが

望ましいこと 等

３．スケジュール

公  布：令和８年３月中旬【P】

施  行：令和８年４月１日【P】
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